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第 2331 回例会記録　12 月 18 日（木）

副会長挨拶・報告
　先週の忘年会例会につき

ましては、多くの会員がご

夫人同伴で盛り上げて頂き

ました。又、本日の例会今年

最後の例会であります。

　朗報が２つございます。林会長が今月の

20日に退院され、これからは滝川で治療さ

れると聞いています。来年度からは、例会

にも顔を出してくれると思います。

　佐藤圭二会員が19 日に退院されること

になりました。

　次は32代会長の花摘誠吉様が12月10日

ご逝去され、12月 21日に滝川にてお別れ

の会を催すことになりました。関係者の皆

様にはお参り頂ければ幸いでございます。

　来年は、１月８日の新年会で顔合わせで

ございます。会員の皆様には良いお正月を

迎えて頂きたいと思います。

幹事報告
１．赤平・深川ＲＣより会報届く。

２．林会長ですが、20日に退院され、22日

　より毎週月・水・金と菅原先生のところ

　で通院・透析されるということですので

　お知らせ致します。

３．事務局年末年始のお休みは、12月27日

　～１月４日までと致します。急用の場合

　は、幹事の方へご連絡下さい。

４．今後の日程について、次回の例会は１

　月８日三浦華園にて新年会例会（夜間）

　が行われます。

５.ロッカーの中がいっぱいの方がいらっ

　しゃいます。お持ち帰り頂きます様お願

　い致します。

６.臨時理事会を例会終了後行います。

ご挨拶
■今野正一会員葬儀お礼の言葉

　一言お礼のご挨拶を致します。12月３日

４日の妻の葬儀に対しましてお参り賜わり

ありがとうございました。また、役員理事

の皆様には多数お手伝いを賜わりありがと

うございました。

委員会報告
■雑誌委員会

　ロータリーの友誌紹介

○第１回ガバナー座談会の記事の紹介

○エイズウイルスについての記事の紹介

○ＮＧＯについて記事の紹介

○友への投稿についてお願い

•æ•T‚Ìƒvƒ•ƒOƒ‰ƒ•
〈 半期を省みて 〉

司会者　土井　聰会員

■出席委員会　鈴木英也副委員長

　出席委員会より上期（７

月～11月迄）の例会出席状

況について報告致します。

最初に７月～11月迄の平均

出席率は73.76％でありま

す。次に、月別出席率を申し上げます。

　７月／76.8％、８月／77.6％、９月／

72.2％、10月／69％、11月／73.2％であ

ります。また、本年度より新しく試みた欠

席届用紙の利用者は、１例会に付３枚で、

電話連絡は平均２件であります。

　尚、12月11日現在個別出席率で30％以

下の会員が10名、その内0.5％の方が４名

であります。

　各会員の出席率カードを各ロッカーに入

れておきますので今後の出席率ＵＰにご協

力下さい。
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■ニコニコＢＯＸ委員会　中島誠一委員長

　上期のニコニコＢＯＸに

ご協力を頂き誠にありがと

うございました。

　本年度は 150 万円目標、

現在742,819円であります

が、本年上期目標75万円はニコニコＢＯ

Ｘ委員及び出席委員会の皆様に協力頂き、

75 万円の上期の目標をクリアーできまし

たこと、心より御礼申し上げます。下期に

向けて、ニコニコＢＯＸ委員会４名で頑

張って参りますので宜しくご協力下さいま

すようお願い申し上げます。

　また、皆様方にニコニコＢＯＸお礼と致

しましてお食事券を出しておりますが、こ

こまで事務局へ戻って来ているのが以外と

少ない状況であります。食事券の有効期限

が６月30 日をもって締切りますので、期

間中にご利用して頂ければと思います。

　本日の例会は上期最後の例会でもありま

すので、この後の例会については、上期の

反省等をそれぞれのテーブルでして頂けれ

ば幸いです。

•| •Å‚É‚Â‚¢‚Ä  •|
◇ 寄付金を支払ったとき ◇

　個人や法人が支出した寄付金について

は、一定の要件の下に、所得控除（一部の

寄付金については税額控除）や損金算入が

認められています。

《個人が支払ったとき》
◎寄付金控除（所得控除）

　個人が国や地方公共団体、特定公益推進

法人等に対し、「特別寄付金」を支出した

ときは、次の算式で計算した金額が「寄付

金控除」として、所得から控除されます。

○寄付金控除の計算方法

所得金額の25％

又は特定寄付金　－ １万円  ＝ 寄付金

の額のいずれか　　　　　　 　 控除額

少ない金額

○特定寄付金とは

(1)国又は地方公共団体に対する寄付金

※　学校の入学に関して寄付するものなど

　は特定寄付金に該当しません。次の(2)

　及び(3)においても同じです。

(2)指定寄付金

　民法第34 条の規定により設立された法

人その他公益を目的とする事業を行う法人

又は団体に対する寄付金で、広く一般に募

集され、かつ公益性及び緊急性が高いもの

として、財務大臣が指定したもの

(3)特定公益増進法人に対する寄付金

　公共法人、公益法人等のうち、教育又は

科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与するもの

と認められた特定公益増進法人に対する寄

付金で、その法人の主たる目的である業務

に関連するもの

※　特定公益増進法人一覧は、国税局又は

　税務署に備え付けていますので、ご利用

　下さい。

(4)特定公益信託の信託財産とするために

　 支出した金銭

　主務大臣の証明を受けた特定公益信託の

うち、その目的が教育又は科学の振興、文

化の向上、社会福祉への貢献その他公益の

増進に著しく寄与すると認められる一定の

公益信託の信託財産とするために支出した

金銭

(5)認定ＮＰＯ法人に対する寄付金

　特定非営利活動法人のうち一定の要件を
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満たすものとして認められたもの（認定Ｎ

ＰＯ法人）に対する寄付金（その寄付した

人に特別の利益が及ぶものを除きます。）

で、特定非営利活動に係る事業に関連する

もの

※　平成13年10月１日以後に、国税庁長

　官から認定を受けた認定ＮＰＯ法人に対

　し、認定の有効期間内に支出する寄付金

　について適用されます。

(6)政治活動に関する寄付金

　個人が支出した政治活動に関する寄付金

のうち、一定の要件に該当するもの

◎政党等寄付金特別控除（税額控除）

　個人が支出した政党又は政治資金団体に

対する政治活動に関する寄付金で一定のも

のについては、「寄付金控除」の適用を受

けるか、算式で計算した金額を「政党等寄

付金特別控除」として税額から控除する

か、どちらか有利な方を選ぶことができま

す。

☆消費税が変わります☆
①　平成16 年４月１日以後開始する課税

　期間から、事業者免税点制度の適用上限

　が課税売上高1,000万円（現行3,000万

　円）に、簡易課税制度の適用上限が課税

　売上高5,000万円（現行２億円）に引き

　下げられます。

②　平成16年４月１日から、課税事業者が

　消費者に対して商品等の取引価格を表示

　する場合に、消費税額（地方消費税を含

　む。）を含めた価格を表示することが義

　務付けられます。

③　その他、中間申告制度等の改正が行

　われます。

ƒjƒjƒRƒjƒR‚a‚n‚w
坪谷　六郎会員　先日の忘年会、松の席

にていいものを頂きました。

福井　義昭会員　本日の担当例会を終え

て。

戸井　康堯会員　本日の担当例会を終え

て。

鈴木　英也会員　次年度役員に指名され

て。本日の担当例会を終えて。

水原　勝之会員　理事に指名されて。

小山　純弘会員　理事に指名されて。

中島　誠一会員　上期ご協力有難う。

土井　　聰会員　担当例会を終えて。上

期目標75万をクリアー出来有難うござい

ます。下期も宜しく。

佐藤　　茂会員　忘年会で皆様よりお笑

いを頂いて。

例会合計　19,000　　累計　761,819

【出席報告】■12月 18日（木）
在籍者　110名（病欠２名・免除６名）

出席者　 74名（メイク含む）

欠席者　 28名（出席率73％）

全員出席テーブル　６番

　１月22日（木）職業分類担当

　　　    　　 （ゲスト卓話）　


